
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正

一

補
助
金
等
交
付
財
産
の
処
分
の
制
限
に
係
る
承
認
手
続
の
特
例
の
追
加
等

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
作
成
す
る
区
域
計
画
の
記
載
事
項
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
補
助
金
等
交
付
財
産

の
活
用
（
補
助
金
等
交
付
財
産
を
補
助
金
等
の
交
付
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
貸
し
付
け
、

又
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
国
家
戦
略
特

別
区
域
会
議
が
、
当
該
事
項
を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
補
助
金
等
交
付
財
産
の
活
用
を
す
る
者
に
対
す
る
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
の
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
第
六
項
及
び
第
二
十
七
条
の
六
関
係
）

二

法
人
農
地
取
得
事
業
及
び
国
家
戦
略
特
別
区
域
処
方
箋
薬
剤
遠
隔
指
導
事
業
に
係
る
関
係
法
律
の
特
例
の
削
除

１

法
人
農
地
取
得
事
業
に
係
る
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
の
特
例
措
置
を
削
除
す
る
こ
と
。



（
第
十
八
条
関
係
）

２

国
家
戦
略
特
別
区
域
処
方
箋
薬
剤
遠
隔
指
導
事
業
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
特
例
措
置
を
削
除
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
条
の
五

関
係
）

三

情
報
シ
ス
テ
ム
相
互
の
連
携
を
確
保
す
る
た
め
の
基
盤
に
係
る
規
格
の
整
備
等
に
関
す
る
援
助
の
拡
充

情
報
シ
ス
テ
ム
相
互
の
連
携
を
確
保
す
る
た
め
の
基
盤
を
整
備
す
る
者
に
対
し
て
国
が
行
う
援
助
の
内
容
と
し
て
、
当

該
基
盤
か
ら
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
内
容
の
正
確
性
の
確
保
そ
の
他
の
当
該
基
盤
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼
性

の
確
保
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
は
、
当
該
援
助
の
実
施
に
関
し
、

内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
七

条
の
八
関
係
）

第
二

構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正

一

特
定
法
人
に
よ
る
農
地
取
得
事
業
に
係
る
農
地
法
の
特
例
措
置
の
追
加

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
、
農
地
等
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
上
で
農
業
の
担
い
手
が
著
し
く
不
足



し
て
お
り
、
か
つ
、
従
前
の
措
置
の
み
に
よ
っ
て
は
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
い
な
い
農
地
等
の
面
積
が
著
し
く
増
加
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
、
農
地
等
の
効
率
的
な
利
用
を
通
じ
た

地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
農
地
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
地
所
有
適
格
法
人
以
外
の
法
人
が
農
地
等
の
所
有
権

を
取
得
し
て
農
業
経
営
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た

と
き
は
、
農
地
等
を
適
正
に
利
用
し
て
い
な
い
と
地
方
公
共
団
体
が
認
め
た
場
合
に
は
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
当
該

農
地
等
の
所
有
権
を
移
転
す
る
旨
の
契
約
を
当
該
地
方
公
共
団
体
と
締
結
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
す
法
人
が
、

当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
農
地
等
の
所
有
権
を
取
得
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）


